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平成 1７年第２回青森市議会臨時会提出予定案件 
 

件                    名 
提出件

数 

専決処分 

 

○ 専決処分の承認について 

（平成 1７年度青森市一般会計暫定補正予算（第１号）） 

 

○ 専決処分の承認について 

（青森市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について） 

 

 

     計 

 

２

単行案 

 

○ 契約の締結について 

（新田浄化センターNo.1 消化タンク・ボイラー棟電気工事） 

 

○ 契約の締結について 

（新田浄化センターNO.1 消化タンク・ボイラー棟機械工事） 

 

○ 契約の締結について 

  （八重田浄化センター合流 No.1 雨水ポンプ増設機械工事） 

 

○ 青森市と青森県との間の公平委員会の事務の委託について 

 

○ 青森県交通災害共済組合規約の変更について 

 

 

     計 

 

５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事案 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 助役の選任について 

 

○ 収入役の選任について 

 

○ 教育委員会委員の任命について 

 

○ 教育委員会委員の任命について 

  

○ 教育委員会委員の任命について 

 

○ 教育委員会委員の任命について 

 

○ 教育委員会委員の任命について 

  

○  監査委員の選任について 



－２－ 

  

○ 監査委員の選任について 

 

○ 監査委員の選任について 

 

○ 監査委員の選任について 

 

○ 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

○ 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

○ 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

○ 固定資産評価員の選任について 

 

 

     計 

 

１５

 

報 告 

 

○ 専決処分の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

     計 

 

６

合              計 ２８
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○ 専決処分 

 
議案第 ８号 専決処分の承認について 

（平成 1７年度青森市一般会計暫定補正予算（第１号）） 

 

          平成１７年度融雪災害に係る復旧費等について予算調製したものである。 

 
専決処分年月日   平成１７年４月１５日 

補正額（増額）   １０１，６８９，０００ 円 

 
 
議案第 ９号   専決処分の承認について 

         （青森市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について） 

 
          合併効果を最大限発揮すべく、浪岡地域の基幹産業である農林業の振興を

図りつつ、本市産業の一体的な発展を目的に、「農林水産部」及び「経済部」

を設置するとともに、平成 18 年度から、下水道事業を公営企業化し、水道

事業との統合を円滑に行えるよう、「上下水道部」を設置するため、改正し

たものである。 
 
          専決処分年月日   平成１７年４月２８日 
 
 

 

○ 単行案 

 
議案第１０号 契約の締結について 

         （新田浄化センターNo.1 消化タンク・ボイラー棟電気工事） 

 
          新田浄化センターNo.1 消化タンク・ボイラー棟電気工事を施工しようとす 

るものである。 
 
 場  所    青森市新田一丁目８番１号 

工事内容    動力電源設備工、監視制御装置設置工等一式 
          契約の相手方  株式会社東芝東北支社 
                  （支社長  小野 靖麿）      

契約金額    ３５７，０００，０００ 円 
                  （うち取引に係る消費税及び地方消費税額  

１７，０００，０００ 円） 
 完  工       平成１９年３月２０日予定 

関係法令 地方自治法第９６条第１項第５号 
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議案第１１号 契約の締結について 

        （新田浄化センターNo.1 消化タンク・ボイラー棟機械工事） 

 
          新田浄化センターNo.1 消化タンク・ボイラー棟機械工事を施工しようとす

るものである。 
 

場  所     青森市新田一丁目８番１号 
         工事内容     消化タンク攪拌機設置工、ガスホルダ設置工等一式 

契約の相手方   月島機械株式会社仙台支店 
         （支店長  福井 均） 
契約金額     ８７４，６５０，０００ 円 

                   （うち取引に係る消費税及び地方消費税額  
４１，６５０，０００ 円） 

完 工      平成１９年３月２０日予定 
関係法令     地方自治法第９６条第１項第５号 

 
 
議案第１２号 契約の締結について 

         （八重田浄化センター合流 No.1 雨水ポンプ増設機械工事） 

  

 八重田浄化センター合流 No.1 雨水ポンプ増設機械工事を施工しようとす 
るものである。 
 

 場  所     青森市八重田一丁目１番１号 
 工事内容     雨水ポンプ設置工等一式 
          契約の相手方   株式会社日立製作所東北支社 
                   （支社長  歌川 和夫） 

 契約金額     １７２，２００，０００ 円 
                    （うち取引に係る消費税及び地方消費税額  

８，２００，０００ 円） 
完 工       平成１８年２月２８日予定 
関係法令     地方自治法第９６条第１項第５号 

  
 

議案第１３号 青森市と青森県との間の公平委員会の事務の委託について 

  

青森県に公平委員会の事務を委託することについて協議するためのもの

である。 
 

          関係法令 地方自治法第２５２条の１４第１項及び同条第３項におい 
                て準用する同法第２５２条の２第３項 
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議案第１４号   青森県交通災害共済組合規約の変更について 

 

           構成団体の合併に伴う規約の変更について、協議するためのものである。 

  

関係法令  地方自治法第２８６条第１項及び市町村の合併の特例に関 

する法律第９条の３第１項 

 

 

○ 人事案 

 

議案第１５号 助役の選任について 

 助役に佐藤

さとう

 健一

けんいち

氏を選任しようとするものである。 

 関係法令  地方自治法第１６２条 

 

議案第１６号 収入役の選任について     

          収入役に土田

つちだ

 浩

ひろし

氏を選任しようとするものである。 

          関係法令  地方自治法第１６８条第７項において準用する同法第１６２条 

 

議案第１７号 教育委員会委員の任命について 

 教育委員会委員に和田

わ だ

 郎

みつろう

氏を任命しようとするものである。 

 関係法令  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項 

 

議案第１８号 教育委員会委員の任命について 

     教育委員会委員に鎌田

かまた

 愼也

しんや

氏を任命しようとするものである。 

 関係法令  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項 

 

議案第１９号    教育委員会委員の任命について 

          教育委員会委員に工藤

くどう

 ケイ子

こ

氏を任命しようとするものである。 

 関係法令  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項 

             

議案第２０号    教育委員会委員の任命について 

          教育委員会委員に角田

かくた

 詮

ぜん

二郎

じろう

氏を任命しようとするものである。 

 関係法令  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項 
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議案第２１号    教育委員会委員の任命について 

          教育委員会委員に對馬

つしま

 忠

ただ

雄

お

氏を任命しようとするものである。 

 関係法令  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項 

 

 

議案第２２号 監査委員の選任について 

 監査委員に熊谷

くまがい

 文夫

ふみお

氏を選任しようとするものである。 

 関係法令  地方自治法第１９６条第１項 

 

 

議案第２３号 監査委員の選任について     

          監査委員に永井

ながい

 勇司

ゆうじ

氏を選任しようとするものである。 

 関係法令  地方自治法第１９６条第１項 

 

 

議案第２４号 監査委員の選任について 

 監査委員に工藤

くどう

 豊

とよ

秀

ひで

氏を選任しようとするものである。 

 関係法令  地方自治法第１９６条第１項 

 

 

議案第２５号 監査委員の選任について 

          監査委員に福士

ふくし

 銀

ぎん

一

いち

氏を選任しようとするものである。 

 関係法令  地方自治法第１９６条第１項 

 

 

議案第２６号    固定資産評価審査委員会委員の選任について 

            固定資産評価審査委員会委員に雪

ゆき

田

た

 良 一

りょういち

氏を選任しようとするもの

である。 

          関係法令  地方税法第４２３条第３項 

 

 

議案第２７号    固定資産評価審査委員会委員の選任について 

            固定資産評価審査委員会委員に田中

たなか

 久美子

く み こ

氏を選任しようとするもの

である。 

          関係法令  地方税法第４２３条第３項 
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議案第２８号    固定資産評価審査委員会委員の選任について 

            固定資産評価審査委員会委員に雪

ゆき

田

た

 重裕

しげひろ

氏を選任しようとするもので

ある。 

          関係法令  地方税法第４２３条第３項 

 

 

議案第２９号    固定資産評価員の選任について 

                   固定資産評価員に齊藤

さいとう

 壽

ひさし

氏を選任しようとするものである。 

          関係法令  地方税法第４０４条第２項 

 

 

 

○  報 告 

 

報告第 １号 専決処分の報告について 

 

  交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、

その報告をするものである。 

 

 事故発生年月日  平成１７年３月３日 

 損害賠償額    ２７４，７０１円 

専決処分年月日  平成１７年４月１５日 

 関係法令 地方自治法第１８０条第１項及び第２項 

 

 

報告第 ２号 専決処分の報告について 

 

  事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、その

報告をするものである。 

 

 事故発生年月日  平成１７年３月１５日 

 損害賠償額    １３０，３８０円 

専決処分年月日  平成１７年４月１５日 

 関係法令 地方自治法第１８０条第１項及び第２項 

 

 
報告第 ３号 専決処分の報告について 

 
  事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、その

報告をするものである。 

 



－８－ 

 事故発生年月日  平成１７年３月１７日 

 損害賠償額    ６５，０９０円 

専決処分年月日  平成１７年４月１５日 

 関係法令 地方自治法第１８０条第１項及び第２項 

 
 
報告第 ４号 専決処分の報告について 

 
  事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、その

報告をするものである。 

 

 事故発生年月日  平成１７年３月１７日 

          損害賠償額    ８４，７３６円 

 専決処分年月日  平成１７年４月１５日 

 関係法令 地方自治法第１８０条第１項及び第２項 

 
 
報告第 ５号 専決処分の報告について 

 
  交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、

その報告をするものである。 

 

 事故発生年月日  平成１７年３月２４日 

          損害賠償額    １７９，３９３円 

 専決処分年月日  平成１７年４月２８日 

 関係法令 地方自治法第１８０条第１項及び第２項 

 
 
報告第 ６号     専決処分の報告について 

 

           交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、

その報告をするものである。 

 

          事故発生年月日  平成１７年３月１日 

          損害賠償額    １１３，３４７円 

          専決処分年月日  平成１７年５月１０日 

          関係法令     地方自治法第１８０条第１項及び第２項 


